
所得段階 対象者 保険料
基準額割合

月額の
保険料

第1段階 生活保護の受給者または老齢福祉年金の受給者で市民税世帯非課税の方
基準額×0.45 2,095円

第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得
金額の合計額が80万円以下の方

第3段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得
金額の合計額が80万円超120万円以下の方 基準額×0.65 3,025円

第4段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得
金額の合計額が120万円超の方 基準額×0.7 3,260円

第5段階 本人が市民税非課税で、同世帯に市民税課税者がおり、本人の前年の課税年金
収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.83 3,865円

第6段階 本人が市民税非課税で、同世帯に市民税課税者がおり、本人の前年の課税年金
収入額と合計所得金額の合計額が80万円超の方 基準額 4,660円

第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.13 5,265円

第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 基準額×1.25 5,825円

第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 基準額×1.5 6,990円

第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 基準額×1.6 7,455円

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 基準額×1.7 7,920円

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 基準額×1.9 8,850円

第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 基準額×2 9,320円

第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 基準額×2.1 9,785円

第15段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 基準額×2.2 10,250円

第16段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.3 10,715円

第17段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.4 11,180円

表1  平成24～26年度の各所得段階の月額保険料 　
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基本理念
健康と長寿を喜び、

健やかで安心した生涯を
過ごすことができる社会

生きがいづくりの充実と
社会参加の推進

　●生涯学習環境の充実
　●地域活動の振興
　●就労支援

生活環境の整備
　●住宅環境の整備
　●防災・防犯・交通安全
　  対策等の推進
　●福祉のまちづくりの推進

認知症対策の推進　
　●認知症対策の推進

介護保険サービスと
生活支援サービスの推進
　●予防給付・介護給付・生
　  活支援サービスの充実
　●高齢者世帯（ひとり暮らし
　  高齢者等）対策の推進
　●基盤整備の計画的推進
　●相談窓口の充実
　●介護サービスの質の向上

互いに見守り支え合う
地域づくりの推進

　●保健・医療・福祉・介護の連携
　●地域包括支援センター・在宅
　   介護支援センターの機能強化
　●福祉コミュニティづくり
　●地域資源の活用
　●災害時要援護者の支援

 健康づくりと
 介護予防の推進

　●健康づくりの普及と推進
　●地域支援事業による介護
　  予防の推進
　●要介護高齢者に対する
　  地域医療体制の整備
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今週号の紙面から
●さつまいも作りにチャレンジ！

… 2面

●いちかわ緑フェスティバル
… 4面

●講座に参加して知識を深めよう
… 5面

●アイ・リンクタウン展望施設で金環
日食を見ませんか ……… 8面

大気中の放射線量 市では、シンチレーション式サーベイメータを用いて、大気中の放射線量の測定を実施しています。
測定結果については、随時市公式Ｗｅｂサイトで公表しています。　　　　　　   （環境保全課）市公式Webサイトで測定値を公表
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